（別紙３）

確約書

外務省領事局外国人課長殿

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長　　


　当社は、「医療滞在ビザ」による外国人患者・受診者等及び同伴者の国内への受入業務の取扱において、医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを確約し、これら受入対象者の本邦入国から出国までの動静の把握に努めることを約するとともに、本件業務に係る緊急事態が発生した場合（外国人患者・受診者等若しくは同伴者が事故にあった場合や行方不明になった場合等）には、本邦内のいかなる場所であっても、関係機関への協力を行う等の支援体制を取り、必要な措置を直ちに講ずることを確約致します。




　　年　　月　　日

法 人 名

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印

